
回数 曜日 時   間 定員 内　　容 開講式

昼間①コース 30回 15時30分～16時30分 8名
クレパスを使い、力強い表
現方法を指導します。

昼間②コース 30回 16時40分～17時40分 8名
クレパスを使い、力強い表
現方法を指導します。

夕方コース 30回 17時50分～18時50分 8名

クレパス・鉛筆等を使
い、年齢に応じたより細
かな表現方法を指導しま
す。

昼間コース 30回 15時30分～17時 10名

夕方コース 30回 17時10分～18時40分 10名

初級Ⅰコース 25回
木
曜

16時30分～17時30分 8名
英語に親しむための初歩
的な英会話を指導します。

6,250円
※5

初級Ⅱコース 25回
木
曜

17時35分～18時35分 8名
聞き取りや話すことを中心
に、読み書きも取り入れた
英会話を指導します。

6,250円
※5

中級コース 18回
木
曜

18時40分～19時40分 8名
読み書きも取り入れた、より
実践的な英会話を指導し
ます。

4,500円
※5

※１　令和８年４月１日現在の年齢・学年です。市内在住の方に限ります。

※２　絵画教室の受講日は、例年夏休みを休講としておりましたが、今年度は講座を行う予定となっておりますのでご注意ください。

※３　絵画教室では、絵の具・クレパス等の材料を指定します。

　　　 英会話教室の教材に音声CDが付属しない場合があります。その場合は音声データについてはご自身のパソコン・タブレット等に各自でダウンロードが

　　　 必要です。　

：

：

◎　電話・ＦＡＸ・メールでの受付はしていません。

☆ 注意事項

・ 募集定員を超えると抽選になります。

・ 抽選の有無にかかわらず、4月8日（水）以降に文書で、当否をお知らせします。

・ 講座申込金は、後日指定の期日までに納入してください。納入が無い場合は、「辞退」とみなします。

・ 生活保護法に基づく被保護世帯の方は、講座申込金の免除ができます。「生活保護受給者証」を提出ください。

・

・ 受講中の様子を解放文化祭やセンターだより・市ホームページ等で紹介します。（写真掲載あり）

申込み・問合せ： 宝塚市立ひらい人権文化センター　 （開館時間　9：00～21：00）

宝塚市平井６丁目３番38号　電話：0797-88-2795

教室 コース

　　　　　　　年 歳

〒

※　複数の講座を希望する場合は、別の用紙で申し込んでください。（コピー可）

講座申込金

書道教室
水
曜

7,500円

絵画教室
火
曜

7,500円 ※3

※4小学生～中学生

4歳～小学1年生

小学3年生～6年生

硬筆・毛筆の正しい造形を
個々に合わせて指導しま
す。

    ひらい人権文化センター定例講座募集案内

　　　　　　　　　　　　　　　令和8年度（2026年度）　定例講座申込書

              ☆令和8年5月から下記の定例講座を実施します。

 講 座 名 対    象

※申込方法 下記の定例講座申込書の必要事項を記入して、ひらい人権文化センターに提出してください。

◎　日曜・祝日は受付できません。

3月25日(水）～4月3日(金）　17：30まで　（申込最終日以外の受付時間は、9：00～21：00　です。）

※４　書道教室は、別途教材費　年間7,600円（月例誌＠750円×10ヶ月と硬筆用清書用紙100円/１冊）が必要です。

小学3年生～4年生

小学1年生～4年生

～講座をきっかけに「人権」を考え、地域や参加者同士の交流を深めましょう～ 

5月12日(火)

5月13日(水)

5月14日(木)

受付番号

※５　英会話教室は、別途教材費が必要な場合があります（テキスト等5,000円程度）。　

小学校
中学校

令和8年4月1日現在の学校・学年

住　　所
（受　付　印）

ふりがな

氏　　名

ふりがな 令和8年4月1日現在の年齢

保護者氏名 　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-　

　　　宝塚市

緊急連絡先
連絡がつきやすい番号をお願い
します。（携帯電話番号など）

希望講座名

令和8年　　　　月　　　　日

小学5年生～6年生

講座申込金納入後に受講を辞退されても、講座申込金の返金はいたしません。また納入された教材費の返金もいたしません。

中学1年生

英会話教室

※申込期間・時間

　

※６　英会話教室の講座内容は昨年度と同じ内容です（教材は昨年度と同じものを使用します）。新4年生、6年生で昨年度受講された方はご注意ください。

きりとりせん

人権文化センターは､すべての人々の人権が保障され､お互いに尊びあうことのできる人権文化の創造と推進を図ることを目的とした施設です｡

年間を通じて､人権問題の解決に向けた様々な学習機会を提供していますので､受講生（保護者）の皆さんは､講演会や文化祭などにもご参加ください｡

※6

※2

※1


